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比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。

１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置
の変更の範囲並びに雇用形態

（１）業務の内容
① 職種：
② 中核的業務：
③ その他の業務：

（２）責任の程度
① 権限の範囲 ：
② トラブル・緊急対応：
③ 成果への期待・役割：
④ 所定外労働 ：

（⑤ その他 ： ）

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲：
② 配置の変更の範囲：

（４）雇用形態
例１：正社員（年間所定労働時間○時間）
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間○時間、通算雇用期間○年）
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間○時間）



２．比較対象労働者を選定した理由
比較対象労働者：

（理由）

＜参考：チェックリスト＞

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 対象者の有無
（○or×）

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
※ 派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労

働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者（仮想の通常の労働者）
※ 派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保さ

れている者に限る。



３．待遇の内容等
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨）
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

（待遇の種類）
（ 待 遇 の

内容）
（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項）

基本給

賞与

退職手当：制度○

役職手当：制度○

特殊作業手当：制度○

特殊勤務手当：制度○

精皆勤手当：制度○

時間外労働手当（法定割増率以上）：制度○

深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度○



無事故手当：制度○

通勤手当：制度○

出張旅費：制度○

家族手当：制度○

住宅手当：制度○

食事手当：制度○

単身赴任手当：制度○

地域手当：制度○

食堂：施設○

休憩室：施設○

更衣室：施設○

転勤者用社宅：制度○

慶弔休暇：制度○



健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度○

病気休職：制度○

療養への専念を目的として付与する病気休暇：制度○

夏季休暇：制度○

冬季休暇：制度○

法定外の休暇（慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇、夏季休暇及
び冬季休暇を除く）：制度○

褒賞：制度○

教育訓練：制度○

安全管理に関する措置及び給付：制度○

○○○：制度○



※ 比較対象労働者の待遇等に関する情報は、労働者派遣契約を締結（更新）するに当た
り、あらかじめ、書面の交付、FAX、電子メール等により提供すること（労働者派遣法
第 26 条第７項、労働者派遣法施行規則第 24 条の３）。

※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、（１）～（３）の事項を情報提供することが必
要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供すること。

制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ
とでも差し支えない。
＜制度がない旨の記載例＞

○○手当、○○手当、○○手当、○○休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。

※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第７項違反と
して、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受ける者）の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。

※ 比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があったときは、遅滞なく、派遣元に対
し、当該変更の内容に関する情報を提供すること（労働者派遣法第 26 条第 10 項）。

※ 派遣元は、派遣先から提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報のうち個人情
報に該当するものの保管及び使用について、派遣労働者の待遇の確保等の目的の範囲に
限ること。個人情報に該当しない待遇情報の保管及び使用等についても、派遣労働者の
待遇の確保等の目的の範囲に限定する等適切な対応が必要となること。

また、比較対象労働者の待遇等に関する情報は労働者派遣法第 24 条の４の秘密を守
る義務の対象となるため、派遣元は、正当な理由なく、当該情報を他に漏らしてはなら
ないこと。

これらに違反する派遣元は、指導等の対象となることに留意すること。


